
■事業体系

■支援対象者
生活困窮者：就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生

活を維持することができなくなるおそれのある者

■実施主体
福祉事務所設置自治体 （住居確保給付金の支給等、実施主体が行うべき事項を除き、委託が可能）

②「住居確保給付金」の支給

○区市等において必要事業が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言や情報の提供その他の援助を実施

住まいの確保が必要

＜必須＞

＜必須＞

就労に向けた準備が必要

緊急に衣食住の確保が必要

家計から生活再建を検討

貧困の連鎖防止

④就労準備支援事業＜任意（努力義務）＞

◆認定就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）
※社会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度

③居住支援事業
・シェルター事業

⑤家計改善支援事業

⑥子供の学習・生活支援事業

なお一般就労が困難な場合

＜任意＞

＜任意（努力義務）＞

＜任意（努力義務※）＞
居住確保

支援

就労支援

家計再建支援

子供・若者支援

自立相談
支援事業

①

・ワンストップ型の
相談窓口設置
・支援計画作成

等

■法の目的・趣旨
生活困窮者が増加する中で、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、その他の支援を早期に行うことにより、生活

困窮者の自立の促進を図る。

■施行日
平成２７年４月１日(令和６年４月改正法公布。主に令和７年４月施行。)

国 3/4

国 3/4

国 2/3

国 2/3

国 1/2

柔軟な働き方が必要

国 2/3 

○事業に従事する市等の職員の資質を向上させるための研修を実施

【都道府県の役割】

居住に困難を抱え地域社会からも孤立

⑦関係機関・他制度による支援
民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援 等

＜任意＞ その他の支援
その他の支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援

※下記両事業、又はどちらか一方
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